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令和５年 ７月１４日  当該医療機関に督促状を発送。 

令和５年 ８月 ２日  特別区人事・厚生事務組合法務部が、診療報酬不当利得返還 

請求訴訟に関する説明会を実施。関係する区（２３区中１７ 

区）に対して、同法務部が指定代理人となり提訴していく準 

備があることが示された。 

 

４ 訴えの提起 

  令和５年第４回区議会定例会にて議決を得たうえで、特別区人事厚生事務組合法務部を

指定代理人として、東京地方裁判所へ訴えを提起する。 
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１ 生活保護の医療扶助について 

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）等に基づき、指定医療機関に医療の給付を委託

し、現物給付によって医療扶助を行う。診療報酬は、医療機関の請求に基づき社会保険診療

報酬支払基金を通じて支払われている。 

 

２ 診療報酬の算定内容誤りの発見から世田谷区に通知されるまでの経過について 

 

（１）令和２年２月  当該医療機関に対して、厚生労働省が適時調査※１を実施した。 

           調査の結果、診療報酬の算定誤り※２が指摘された。 

 

（２）令和４年１月  当該医療機関は算定誤りによる過大請求した診療報酬の返還に 

           同意する旨を埼玉県の所管課に申し出た。 

 

（３）令和４年９月  埼玉県から通知を受けた東京都は、返還対象である都内の各自 

           治体に、直接当該医療機関へ返還を求めるよう通知した。 

 

 

※１ 適時調査 

毎年、厚生労働省が施設基準の届出を行なっている保険医療機関等に対して、各 

   施設基準が毎年７月 1日現在において、届出要件を満たしているか否かを自己点検 

   し、その結果を報告させている調査。 

 

※２ 診療報酬の算定誤り 

関東信越厚生局による施設基準等に係る適時調査の結果、入院病棟の各フロアの夜

勤を行う看護職員について、厚生労働大臣が定める施設基準では６人体制で実施する

ところを、４人体制で実施し、施設基準を満たしていないにもかかわらず、これを満

たしたものとして特別入院基本料に係る診療報酬を請求し、これが支給されたため、

過大請求となった。過大請求の期間は平成２８年１２月～令和２年１月の３８か月の

診療年月分。 
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